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１．自己資本の状況
　◦自己資本比率の状況
　　　当会では、多様化するリスクに対応するとともに、会員や利用者のニーズに応えるため、財

務基盤の強化を経営の重要課題としており、平成26年３月末における自己資本比率は24．
47％となりました。今後も安定的な収益の積み上げによる内部留保の増加に努めてまいります。

　◦経営の健全性の確保と自己資本の充実
　　　当会の自己資本は会員からの普通出資金のほか、後配出資金、回転出資金、劣後特約付借入

金により調達しています。

普通出資金
項　　目 内　　容

発行主体 京都府信用農業協同組合連合会
資本調達手段の種類 普通出資金
コア資本に係る基礎項目に算入した額 79 億円（前年度 79 億円）

後配出資金
項　　目 内　　容

発行主体 京都府信用農業協同組合連合会
資本調達手段の種類 後配出資金
コア資本に係る基礎項目に算入した額 246 億円（前年度 246 億円）

回転出資金
項　　目 内　　容

発行主体 京都府信用農業協同組合連合会
資本調達手段の種類 回転出資金
コア資本に係る基礎項目に算入した額 11 億円（前年度 13 億円）

永久劣後特約付借入金
項　　目 内　　容

発行主体 京都府信用農業協同組合連合会
資本調達手段の種類 永久劣後特約付借入金
コア資本に係る基礎項目に算入した額 150 億円（前年度 150 億円）
償還期限 なし
一定の事由が生じた場合に償還等を可能とする特約 あり（※１）

※１　劣後事由（破産の場合、民事再生の場合、日本法以外による破産手続きの場合）が発生している場合を除き、
　　　主務省の事前承認が得られた場合に、１か月前までの事前通知により、借入日より１０年が経過した日以
　　　降の利息支払期日にいつでもその全部または一部を償還可能

　　 　なお、自己資本比率の算出にあたっては、「自己資本比率算出要領」及び「自己資本比率算
出事務手続」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出しています。また、
これに基づき、信用リスクやオペレーショナル・リスクに対応した十分な自己資本の維持に努
めています。
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⑴　自己資本の構成
（単位：百万円、％）25年度

項　　　目 経過措置に
よる不算入額

コア資本に係る基礎項目　　⑴

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員資本の額 56,497

うち、出資金及び資本準備金の額 32,681

うち、再評価積立金の額 1

うち、利益剰余金の額 24,687

うち、外部流出予定額（△） 872

うち、上記以外に該当するものの額 －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 2,778

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額 2,778

うち、適格引当金コア資本算入額 －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 16,153

うち、回転出資金の額 1,153

うち、上記以外に該当するものの額 15,000

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価格の差額の45パーセントに相当する額のうち、コ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －

コア資本に係る基礎項目の額 イ 75,429

コア資本に係る調整項目　　⑵

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 － 2

うち、のれんに係るものの額 － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 － 2

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －

適格引当金不足額 － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －

前払年金費用の額 － －

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －

特定項目に係る10パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －
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項　　　目 経過措置に
よる不算入額

特定項目に係る15パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額 ロ －

自己資本

自己資本の額（イ－ロ） ハ 75,429

リスク・アセット等　　⑶

信用リスク・アセットの額の合計額 302,224

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △ 64,377

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの
を除く。） 2

うち、繰延税金資産 －

うち、前払年金費用 －

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △ 64,379

うち、上記以外に該当するものの額 －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を 8 パーセントで除して得た額 5,912

信用リスク・アセット調整額 －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 －

リスク・アセット等の額の合計額 ニ 308,137

自己資本比率

自己資本比率（ハ／ニ） 24.47%
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項　　　目 前期末

出 資 金 32,681

う ち 後 配 出 資 金 24,695

回 転 出 資 金 1,340

再 評 価 積 立 金 1

資 本 準 備 金 －

利 益 準 備 金 8,979

電 算 対 策 積 立 金 1,300

特 別 積 立 金 9,600

次 期 繰 越 剰 余 金
（ 又 は 次 期 繰 越 損 失 金 ） 2,741

処 分 未 済 持 分 －

その他有価証券の評価差損 －

営 業 権 相 当 額 －

企業結合により計上される
無形固定資産相当額 －

証券化取引により増加した
自己資本に相当する額 －

基本的項目　計（Ａ） 56,643

土地の再評価額と再評価の直
前の帳簿価額の差額の 45％
相当額

ー

一 般 貸 倒 引 当 金 274

相 互 援 助 積 立 金 2,208

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 15,000

負 債 性 資 本 調 達 手 段 15,000

期 限 付 劣 後 債 務 ー

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ 683

補完的項目　計（Ｂ） 16,800

自己資本総額（A ＋ B） （Ｃ） 73,443

項　　　目 前期末

他の金融機関の資本調達手段
の意図的な保有相当額 ー

負債性資本調達手段及び
これに準ずるもの ー

期限付劣後債務及びこれ
に準ずるもの ー

非同時決済取引に係る控除額
及び信用リスク削減手法とし
て用いる保証又はクレジット・
デリバティブの免責額に係る
控除額

ー

基本的項目からの控除分を除
く、自己資本控除とされる証
券化エクスポージャー（ファ
ンドのうち裏付資産を把握で
きない資産を含む。）及び信
用補完機能を持つＩ／Ｏスト
リップス（告示第223条を備
用する場合を含む。）

22

控 除 項 目 不 算 入 額 ー

控除項目　計（Ｄ） 22

自己資本額（ＣーＤ）（Ｅ） 73,421

資産（オン・バランス）項目 281,010

オ フ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 642

オペレーショナル・リスク相
当額を８％で除して得た額 6,364

リスク・アセット等計（F） 288,017

Tier1 比率（Ａ／Ｆ） 19.66％

自己資本比率（Ｅ／Ｆ） 25.49％

（注）　１．農協法第11条の２第１項第１号の規定に基づく組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に基づき算出しており、平成24年
度は旧告示（バーゼルⅡ）に基づく単体自己資本比率を記載しています。

　　　　　なお、当会は国内基準を採用しています。
　　　２．当会は、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法を、適格金融資産担保の適用については信用リスク削減手法の簡便手法

を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。
　　　　　基礎的手法とは、１年間の粗利益に0.15を乗じた額の直近３年間の平均値によりオペレーショナル・リスク相当額を算出する方法です。
　　　　　なお、１年間の粗利益は、経常利益から国債等債券売却益・償還益及びその他経常収益を控除し、役務取引等費用、
　　　　　国債等債券売却損・償還損・償却、経費、その他経常費用及び金銭の信託運用見合費用を加算して算出しています。
　　　３．平成24年度については、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の特例を定める告示（平成24年金融庁・農水省

告示第13号）」に基づき基本的項目から、その他有価証券評価差損を控除していないため、「その他有価証券の評価差損」は「－」（ハイ
フン）で記載しています。

（単位：百万円、％）24年度
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⑵　自己資本の充実度に関する事項

（単位：百万円）

信用リスク・アセット
（標準的手法）

24 年度 25 年度
エクスポージャー

の期末残高
リスク・アセット額

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット額
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

我が国の中央政府及び
中央銀行向け 113,156 ー ー 126,980 ー ー

我が国の地方公共団体向け 67,606 ー ー 68,237 ー ー
地方公共団体金融機構向け 500 50 2 500 50 2
我が国の政府関係機関向け 1,004 100 4 ー ー ー
地 方 三 公 社 向 け 960 ー ー 240 ー ー
金融機関及び第一種金融
商品取引業者向け 742,269 176,081 7,043 786,197 187,870 7,514

法 人 等 向 け 87,570 53,489 2,139 97,951 60,943 2,437
中小企業等向け及び
個人向け 69 49 1 82 60 2

抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン 131 45 1 516 180 7
不動産取得等事業向け 840 840 33 332 332 13
三 月 以 上 延 滞 等 112 135 5 1,191 1,786 71
信用保証協会等による保証付 128 12 0 144 14 0
出 資 等 48,870 48,870 1,954 5,676 5,676 227
他の金融機関等の対象
資本調達手段 42,919 107,299 4,291

特定項目のうち調整項
目に算入されないもの 169 424 16

複数の資産を裏付とす
る資産（所謂ファンド）
のうち、個々の資産の
把握が困難な資産

1 12 0 ー ー ー

証 券 化 ー ー ー ー ー ー
経 過 措 置 に よ り リ ス
ク・アセットの額に算
入、不算入となるもの

△ 64,377 △ 2,575

上 記 以 外 3,304 1,962 78 3,746 1,913 76
標準的手法を適用するエ
クスポージャー別計 1,066,526 281,652 11,266 1,134,887 302,174 12,086

CVAリスク相当額÷８％ 50 2
中央清算機関関連エクス
ポージャー 3 0 0

信用リスクアセットの額の
合計額 1,066,526 281,652 11,266 1,134,891 302,224 12,088

オペレーショナル・
リスクに対する所要

自己資本の額
（基礎的手法）

オペレーショナル・リスク
相当額を８％で除して得た額

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

オペレーショナル・リスク
相当額を８％で除して得た額

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

6,364 254 5,912 236

所要自己資本額
リスク・アセット等（分母）計

ａ
所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

リスク・アセット等（分母）計
ａ

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

288,017 11,520 308,137 12,325

（注）　１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。
　　　２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該

当します。
　　　３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金

融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが 150% になったエクスポージャーのことです。
　　　４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
　　　５．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者

に移転する性質を有する取引のことです。
　　　６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入、不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達手段、コア資本に係る調整項

目および土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・アセットに算入したもの、不算入としたものが該当します。
　　　７．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・

取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・
デリバティブの免責額が含まれます。

　　　８．オペレーショナル・リスク相当額算出にあたり、当会では基礎的手法を採用しています。
　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞
　　　　　（粗利益（正の値の場合に限る）× 15％）の直近３年間の合計額  

÷８％
　　　　　　　　　　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳
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２．信用リスクに関する事項
　◦リスク管理の方針及び手続の概要
　　　信用リスクについては、業種・大口集中等の回避によりリスクを軽減するなど、信用リスク

の適切な管理を行っています。
　　　具体的には、理事会で定めた「リスクマネジメント要領」、「リスクマネジメントマニュアル

（市場リスク・信用リスク編）」に基づいて、リスク管理課において適切なリスク管理を行って
おり、リスク管理委員会を毎月開催し、当会が保有するリスク量やリスク内容の報告及び対応
方針の検討を行っています。

　　　また、当会における貸倒引当金の計上は、「資産の償却・引当要領」に基づき自己査定結果
をもとに以下のとおり計上しています。

正 常 先・ 要 注 意 先
債権額に予想損失率を乗じた額を一般貸倒引当金へ繰り入れる。ただし、
その合計額が税法基準により容認される限度額を下回るときは、税法基準
により算定した金額を繰り入れる。

破 綻 懸 念 先 Ⅲ分類額からキャッシュフローによる回収可能額を控除した残額、若しく
はⅢ分類額に予想損失率を乗じた額を個別貸倒引当金へ繰り入れる。

実質破綻先・破綻先 Ⅲ分類額及びⅣ分類額について、全額を個別貸倒引当金への繰入又は直接
償却を行う。

※　予想損失率：貸倒実績率に一定の修正を加えて算出した率

　◦標準的手法に関する事項　
　　　当会では、自己資本比率算出に係る信用リスク・アセット額を告示に定める標準的手法によ

り算出しています。また、信用リスク・アセットの算出におけるリスク・ウェイトの判定に当
たり使用する格付等は次のとおりです。

　　①リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付は、以下の適格格付機関による依頼格付のみ
を使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適　格　格　付　機　関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P）
フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）
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　　②リスク・ウェイトの判定に当たり使用するエクスポージャーごとの適格格付機関の格付又は
カントリー・リスク・スコアは以下のとおりです。

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク
・スコア

中央政府および中央銀行 日本貿易保険

国際開発銀行向け
エクスポージャー R&I、Moody’s、JCR、S&P、Fitch

金融機関向け
エクスポージャー 日本貿易保険

法人等向け
エクスポージャー（長期） R&I、Moody’s、JCR、S&P、Fitch

法人等向け
エクスポージャー（短期） R&I、Moody’s、JCR、S&P、Fitch

（注）　「リスク・ウェイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。
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（単位：百万円）

⑴　信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び
　　三月以上延滞エクスポージャーの期末残高

（注）　１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産 ( 自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並
びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「うち貸出金等」には、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含
んでいます。なお、コミットメントとは、契約した期間・融資枠の範囲内で、お客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行すること
を約束する契約における融資可能残額のことです。

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引をいいます。
　　　４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞しているエクスポージャーをいい

ます。
　　　５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

24 年度 25 年度

信 用 リ ス ク に
関 す る エ ク ス
ポ ー ジ ャ ー の
残高

三 月 以 上 延
滞 エ ク ス
ポージャー

信 用 リ ス ク に
関 す る エ ク ス
ポ ー ジ ャ ー の
残高

三 月 以 上 延
滞 エ ク ス
ポージャー

うち
貸出金等 うち債券

うち店頭
デリバ
ティブ

うち
貸出金等 うち債券

うち店頭
デリバ
ティブ

国　内 1,048,223 79,504 235,493 ー 24 1,115,786 79,919 241,866 ー 0

国　外 18,302 ー 18,302 ー ー 19,104 ー 19,104 ー ー

地域別残高計 1,066,526 79,504 253,795 ー 24 1,134,891 79,919 260,971 ー 0

法
　
　
人

農　業 180 180 ー ー ー 186 186 ー ー ー

林　業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

水産業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

製造業 27,213 4,663 14,700 ー ー 40,191 4,688 16,157 ー ー

鉱　業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

建設・不動産業 7,540 5,953 1,426 ー 22 6,640 4,125 2,354 ー 0

電気・ガス・熱
供給・水道業

12,060 7,013 5,046 ー ー 13,757 7,014 6,743 ー ー

運輸・通信業 11,099 7,269 3,173 ー ー 11,005 6,610 3,675 ー ー

金融・保険業 804,657 27,578 122,561 ー ー 846,207 30,480 111,424 ー ー

卸売・小売・飲
食・サービス業

26,837 20,058 1,306 ー ー 22,964 19,446 1,605 ー ー

日本国政府・
地方公共団体

163,759 5,310 98,279 ー ー 178,214 6,029 112,009 ー ー

上記以外 9,236 18 7,300 ー 1 14,229 11 7,000 ー ー

個　人 1,457 1,457 ー ー 0 1,326 1,326 ー ー 0

その他 2,480 ー ー ー ー 167 ー ー ー ー

業種別残高計 1,066,526 79,504 253,795 ー 24 1,134,891 79,919 260,971 ー 0

1 年以下 666,285 11,860 29,578 ー 718,363 5,223 27,674 ー

1 年超 3 年以下 76,509 12,028 51,675 ー 80,630 14,370 54,186 ー

3 年超 5 年以下 80,233 14,887 53,441 ー 108,761 12,768 82,965 ー

5 年超 7 年以下 85,491 7,764 65,418 ー 81,185 8,072 62,093 ー

7 年超 10 年以下 78,704 12,622 48,626 ー 90,365 38,475 33,948 ー

10 年超 25,358 20,302 5,056 ー 1,096 994 102 ー

期限の定めのないもの 53,944 39 ー ー 54,487 13 ー ー

残存期間別残高計 1,066,526 79,504 253,795 ー 1,134,891 79,919 260,971 ー
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24年度 25年度
期首
残高

期中
増加額

期中減少額 期末
残高

期首
残高

期中
増加額

期中減少額 期末
残高目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金 322 274 ー 322 274 274 274 ー 274 274

個別貸倒引当金 358 118 52 305 118 118 93 21 96 93

⑵　貸倒引当金の期末残高及び期中増減額

（単位：百万円）a．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

24年度 25年度
個別貸倒引当金

貸出金
償却

個別貸倒引当金
貸出金
償却期首

残高
期中

増加額
期中減少額 期末

残高
期首
残高

期中
増加額

期中減少額 期末
残高目的使用 その他 目的使用 その他

法
　
　
　
　
　
　
人

農業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

林業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

水産業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

製造業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

鉱業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

建設・
不動産業 61 21 ー 61 21 ー 21 0 21 0 0 21

電気・ガス・
熱供給・
水道業

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

運輸・
通信業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

金融・
保険業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

卸売・小売・
飲食・
サービス業

196 0 52 143 0 52 0 0 ー 0 0 ー

上記以外 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

個　　人 100 96 ー 100 96 ー 96 93 ー 96 93 ー

業種別計 358 118 52 305 118 52 118 93 21 96 93 21

（単位：百万円）b．業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

注１．当会では国外への貸出を行っていないため、地域別（国内・国外）の開示を省略しています。
　２．一般貸倒引当金については業種別の算定を行っていないため、個別貸倒引当金のみ記載しています。
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⑶　信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウェイト1250％を適用する残高 （単位：百万円）

24 年度 25 年度
格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

0% ー 182,996 182,996 ー 197,107 197,107 

２% ー ー ー ー 3 3 

４% ー ー ー ー ー ー

10% ー 1,643 1,643 ー 654 654 

20% 11,500 709,019 720,519 7,077 748,104 755,182 

35% ー 131 131 ー 516 516 

50% 47,635 22 47,658 62,486 62 62,548 

75% ー 66 66 ー 80 80 

100% 21,070 92,348 113,419 22,021 95,418 117,439 

150% 87 2 89 1,190 0 1,190 

200% ー ー ー ー ー ー

250% ー ー ー ー 169 169 

そ　の　他 ー 1 1 ー ー ー

1250% ー ー ー ー ー ー

合　　　計 80,294 986,231 1,066,526 92,776 1,042,117 1,134,893 

（注）　１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並
びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポ－ジャーのリス
ク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。

　　　３．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイトによって集計していま
す。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

　　　４．1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証またはクレジット・デリバティブの免責額に係るもの、
重要な出資にかかるエクスポージャーなどリスク・ウェイト 1250％を適用したエクスポージャーがあります。

　　　５．平成24年度の「1250％」の項目には、自己資本控除とした額を記載しています。
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３．信用リスク削減手法に関する事項
　◦信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　　　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出に

おいて、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、
エクスポージャーのリスク・ウェイトに代え、担保や保証人に対するリスク・ウェイトを適用
するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。

　　　当会では、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定め、「適格金融資産担保
付取引」、「保証」、「貸出金と自会貯金の相殺」を適用しています。

　　　「適格金融資産担保付取引」とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取
引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取
引をいいます。

　　　当会では、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

　　　「保証」については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政
府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政
府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関又は第一種金融商品取引業者、これら以外の
主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に
保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代えて、保証人のリスク・ウェ
イトを適用しています。

　　　「貸出金と自会貯金の相殺」については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その
他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自会貯金の相殺が法的に有効であることを示す
十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自会貯金
をいずれの時点においても特定することができること、③自会貯金が継続されないリスクが、
監視および管理されていること、④貸出金と自会貯金の相殺後の額が、監視及び管理されてい
ること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自会貯金の相殺後の額を信
用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

　　　担保に関する評価及び管理方法は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直し
を行っています。
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４．派生商品取引及び長期決済期間取引のリスクに関する事項
　◦派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の
概要

　　　「派生商品取引」とは、その価格（現在価値）が他の証券・商品（原資産）の価格に依存し
て決定される金融商品（先物、オプション、スワップ等）にかかる取引です。当会では、派生
商品取引にかかる運用限度額ならびにロスカット基準を設定し、適切なリスク管理を行ってい
ます。

　　　「長期決済期間取引」とは、有価証券等の受渡し又は決済を行う取引であって、約定日から
受渡日（決済日）までの期間が５営業日又は市場慣行による期間を超えることが約定され、反
対取引に先立って取引相手に対して有価証券等の引き渡し又は資金の支払いを行う取引です
が、当会では該当する取引は行っていません。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 （単位：百万円）

24 年度 25 年度
適格金融
資産担保 保　証 クレジット・

デリバティブ
適格金融
資産担保 保　証 クレジット・

デリバティブ

地方公共団体金融機構向け ー ー ー ー ー ー

我が国の政府関係機関向け ー ー ー ー ー ー

地方三公社向け ー 960 ー ー 240 ー

金融機関及び第一種金融商品
取引業者向け ー ー ー ー ー ー

法人等向け 10 1,000 ー 7 4 ー

中小企業等向け及び個人向け ー 2 ー ー 1 ー

抵当権付住宅ローン ー ー ー ー ー ー

不動産取得等事業向け ー ー ー ー ー ー

三月以上延滞等 ー ー ー ー ー ー

証　券　化 ー ー ー ー ー ー

中央清算機関関連 ー ー ー

上 記 以 外 ー 8 ー ー 8 ー

合　　　計 10 1,971 ー 7 254 ー

（注）　１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該
当します。

　　　２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金
融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが 150％になったエクスポージャーのことです。

　　　３．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある２つ以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者
に移転する性質を有する取引のことです。

　　　４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・
取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含まれます。

　　　５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテクションの買い手）
と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合
にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。
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⑴　派生商品取引及び長期決済期間取引の内訳

（単位：百万円）

24 年度 25 年度
与信相当額の算出に用いる方式 カレント・エクスポージャー方式 カレント・エクスポージャー方式

（単位：百万円）

25 年度 グロス再構築
コストの額

信用リスク削
減効果勘案前
の与信相当額

担　　保 信用リスク削
減効果勘案後
の与信相当額

現金・
自会貯金 債　券 その他

⑴ 外国為替関連取引 39 74 ー ー ー 74
⑵ 金利関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑶ 金関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑷ 株式関連取引 ー 0 ー ー ー 0
⑸ 貴金属（金を除く）関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑹ その他コモディティ関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑺ クレジット・デリバティブ ー ー ー ー ー ー
派生商品合計 39 74 ー ー ー 74
長期決済期間取引 ー ー ー ー ー ー
一括清算ネッティング契約に
よる与信相当額削減効果（△） ー ー

合　　　　計 39 74 ー ー ー 74

24 年度 グロス再構築
コストの額

信用リスク削
減効果勘案前
の与信相当額

担　　保 信用リスク削
減効果勘案後
の与信相当額

現金・
自会貯金 債　券 その他

⑴ 外国為替関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑵ 金利関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑶ 金関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑷ 株式関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑸ 貴金属（金を除く）関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑹ その他コモディティ関連取引 ー ー ー ー ー ー
⑺ クレジット・デリバティブ ー ー ー ー ー ー
派生商品合計 ー ー ー ー ー ー
長期決済期間取引 ー ー ー ー ー ー
一括清算ネッティング契約に
よる与信相当額削減効果（△） ー ー ー ー ー

合　　　　計 ー ー ー ー ー ー

（注）　１．「カレント・エクスポージャー方式」とは、派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額を算出する方法の一つです。再構築コスト
と想定元本に一定の掛目を乗じて得た額の合計で与信相当額を算出します。なお、「再構築コスト」とは、同一の取引を市場で再度構築
するのに必要となるコスト（ただし０を下回らない）をいいます。

　　　２．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテクションの買い手）
と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合
にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。

　　　３．「想定元本」とは、デリバティブ取引において価格決定のために利用される名目上の元本のことをいいます。オン・バランスの元本と区
別して「想定元本」と呼ばれています。

⑵　与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブ
　　　クレジット・デリバティブはファンドの中で取り組まれており、開示を省略しています。

⑶　信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブ
　　　クレジット・デリバティブはファンドの中で取り組まれており、開示を省略しています。
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５．証券化エクスポージャーに関する事項
　◦リスク管理の方針及びリスク特性の概要
　　 　「証券化エクスポージャー」とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある２以上の

エクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引に係る
エクスポージャーのことです。「再証券化エクスポージャー」とは、原資産の一部又は全部が
証券化エクスポージャーである取引に係るエクスポージャーのことです。

　　 　当会については、投資家として証券化エクスポージャーおよび再証券化エクスポージャーを
取得しています。これらのエクスポージャーは信用リスクのほか流動性リスクも内包していま
すが、定期的に分析を行う等、適切に管理を行っています。

　◦体制の整備及びその運用状況の概要
　　 　証券化エクスポージャーの取得については「運用限度額基準」にて、取得限度額および取得

にかかる商品性の制限を定めております。また、「リスクマネジメントマニュアル」に基づき、
一定の条件に抵触した銘柄については、評価等の状況および対処方針を月次のＡＬＭ委員会に
報告することとしています。

　◦信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針
　　　該当する取引はありません。

　◦信用リスク・アセットの額算出方法の名称
　　 　証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額の算出については、標準的手法を

採用しています。

　◦当会が証券化目的導管体を用いて行った第三者の資産に係る証券化取引
　　 　該当する取引はありません。

　◦当会が行った証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有している子会社等及び関連法人等
　　 　該当する取引はありません。

　◦証券化取引に関する会計方針
　　 　証券化取引については、「金融商品に係る会計基準」及び「金融商品会計に関する実務指針」

に基づき会計処理を行っています。
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　◦証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　　 　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト判定に当たり使用する格付は、以下の適格格付

機関による所定の要件を満たした依頼格付のみを使用し、非依頼格付は使用しないこととして
います。

　◦内部評価方式の概要
　　　当会は内部格付手法を採用していないため該当しません。

適　格　格　付　機　関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P）

フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）



資
料
編

76

⑴　当会がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
　　該当する取引はありません。

⑵�　当会が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポー
ジャーに関する事項

（単位：百万円）a．保有する証券化エクスポージャーの額

24 年度 25 年度
証券化エクス
ポージャー

再証券化エク
スポージャー

証券化エクス
ポージャー

再証券化エク
スポージャー

オンバランス

クレジットカード与信 ー ー ー ー
住 宅 ロ ー ン ー ー ー ー
自 動 車 ロ ー ン ー ー ー ー
そ の 他 2 20 ー ー
合 計 2 20 ー ー

オフバランス

クレジットカード与信 ー ー ー ー
住 宅 ロ ー ン ー ー ー ー
自 動 車 ロ ー ン ー ー ー ー
そ の 他 ー ー ー ー
合 計 ー ー ー ー

（単位：百万円）

（単位：百万円）

24年度

25年度

b．リスク・ウェイト区分ごとの残高及び所要自己資本の額

証券化エクスポージャー 再証券化エクスポージャー
リスク・

ウェイト区分 残　高 所要自己
資本額

リスク・
ウェイト区分 残　高 所要自己

資本額

オンバランス

リスク・ウェイト２０％ ー ー

オンバランス

リスク・ウェイト４０％ ー ー
リスク・ウェイト５０％ ー ー リスク・ウェイト１００％ ー ー

リスク・ウェイト１００％ ー ー リスク・ウェイト２２５％ ー ー
リスク・ウェイト３５０％ ー ー リスク・ウェイト６５０％ ー ー
その他のリスク・ウェイト ー ー その他のリスク・ウェイト ー ー
リスク・ウェイト 1250％ ー ー リスク・ウェイト 1250％ ー ー

合　　　　　計 ー ー 合　　　　　計 ー ー

オフバランス

リスク・ウェイト２０％ ー ー

オフバランス

リスク・ウェイト４０％ ー ー
リスク・ウェイト５０％ ー ー リスク・ウェイト１００％ ー ー

リスク・ウェイト１００％ ー ー リスク・ウェイト２２５％ ー ー
リスク・ウェイト３５０％ ー ー リスク・ウェイト６５０％ ー ー
その他のリスク・ウェイト ー ー その他のリスク・ウェイト ー ー
リスク・ウェイト 1250％ ー ー リスク・ウェイト 1250％ ー ー

合　　　　　計 ー ー 合　　　　　計 ー ー

証券化エクスポージャー 再証券化エクスポージャー
リスク・

ウェイト区分 残　高 所要自己
資本額

リスク・
ウェイト区分 残　高 所要自己

資本額

オンバランス

リスク・ウェイト２０％ ー ー

オンバランス

リスク・ウェイト４０％ ー ー
リスク・ウェイト５０％ ー ー リスク・ウェイト１００％ ー ー

リスク・ウェイト１００％ ー ー リスク・ウェイト２２５％ ー ー
リスク・ウェイト３５０％ ー ー リスク・ウェイト６５０％ ー ー
その他のリスク・ウェイト ー ー その他のリスク・ウェイト ー ー

自己資本控除 2 2 自己資本控除 20 20
合　　　　　計 2 2 合　　　　　計 20 20

オフバランス

リスク・ウェイト２０％ ー ー

オフバランス

リスク・ウェイト４０％ ー ー
リスク・ウェイト５０％ ー ー リスク・ウェイト１００％ ー ー

リスク・ウェイト１００％ ー ー リスク・ウェイト２２５％ ー ー
リスク・ウェイト３５０％ ー ー リスク・ウェイト６５０％ ー ー
その他のリスク・ウェイト ー ー その他のリスク・ウェイト ー ー

自己資本控除 ー ー 自己資本控除 ー ー
合　　　　　計 ー ー 合　　　　　計 ー ー

（注）１．証券化エクスポージャーは再証券化エクスポージャーを除いて記載し、証券化エクスポージャーと再証券化エクスポージャーを区別して記
載しています。

　　２．「その他のリスク・ウェイト」には、自己資本比率告示第225条第 7 項の規定により適用される裏付資産のリスク・ウェイトの加重平均値
となるもの、及び自己資本比率告示附則第13条の経過措置により適用される上記区分以外のリスク・ウェイトとなるものが該当します。

　　３．リスク・ウェイト1250％（平成24年度については、自己資本控除）には、ファンドのうち裏付資産が把握できない金額を含んでいます。

（注）１． 証券化エクスポージャーは再証券化エクスポージャーを除いて記載し、証券化エクスポージャーと再証券化エクスポージャー
を区別して記載しています。
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（単位：百万円）

c．自己資本比率告示第223条の規定によりリスク・ウェイト1250％を適用した証券化
　��エクスポージャーの額

24 年度 25 年度
ク レ ジ ッ ト カ ー ド 与 信 ー ー
住 宅 ロ ー ン ー ー
自 動 車 ロ ー ン ー ー
そ の 他 22 ー
合 計 22 ー

注１．自己資本比率告示第 223 条の規定に基づき、格付によりリスク・ウェイト1250％を適用したもの及び信用補完機能をもつⅠ /0 ストリッ
プスによりリスク・ウェイト1250％を適用した証券化エクスポージャーを記載しています。

　　　　なお、「信用補完機能を持つⅠ／ 0 ストリップス」とは、証券化取引を行う法人等に原資産を譲渡する証券化取引において、原資産から将
来生じる金利収入を受ける権利であって、当該証券化取引に係る他の証券化エクスポージャーに対する信用補完として利用されるよう仕組ま
れたもののことです。

　２．「その他」には、ファンドのうち裏付資産が把握できない額を含んでいます。
　３．平成24年度については、自己資本控除とした額を記載しています。

d．保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無
　　該当する取引はありません。

e．自己資本比率告示附則第13条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
　　該当する取引はありません。
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６．オペレーショナル・リスクに関する事項
　◦リスク管理の方針及び手続の概要
　　　「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適

切であること又は外的な現象により損失を被るリスクのことです。

　　　当会では「リスクマネジメント要領」、「リスクマネジメントマニュアル（事務リスク）」に
基づき管理しています。事務リスクの定義として「役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・
不正等を起こすことにより当会が損失を被るリスク」としており、リスクの分類として①事故

（システム障害を含む）、②交通事故、③事務ミスに分けています。管理部署は総務部とし、経
営に重大な影響を与える不祥事件等、コンピュータ・システム障害についてはその都度、その
他の事項については必要に応じて、理事会、経営管理委員会へ報告しています。

　◦オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　　　当会では、自己資本比率算出におけるオペレーショナル・リスク相当額の算出にあたり、「基

礎的手法」を採用しています。
　　　基礎的手法とは、1 年間の粗利益に 15％を乗じた額の直近 3 年間の平均値によりオペレー

ショナル・リスク相当額を算出する方法です。
　　　なお、1 年間の粗利益は、経常利益から国債等債券売却益・償還益及びその他経常収益を控

除し、役務取引等費用、国債等債券売却損・償還損・償却、経費、その他経常費用及び金銭の
信託運用費用を加算して算出します。
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⑴　出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

24 年度 25 年度
貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上　　　場 3,382 3,382 3,919 3,919
非　上　場 44,200 44,200 43,984 43,984
合　　　計 47,583 47,583 47,904 47,904

⑵　出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 （単位：百万円）

24 年度 25 年度
売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

23 169 ー 127 ー ー

⑶　貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額
　　（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

24 年度 25 年度
評価益 評価損 評価益 評価損

594 235 981 43

24 年度 25 年度
評価益 評価損 評価益 評価損

ー ー ー ー

７．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項
　◦出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
　　　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、貸借対照表上の有価証券勘定及び外部

出資勘定の株式又は出資として計上されているものです。

　　　当会では、厳格な資産査定を行い、「資産の償却・引当要領」、「有価証券減損処理基準」に
基づいて適切に償却を実施しています。特に、時価のある株式については「リスクマネジメン
ト要領」、「リスクマネジメントマニュアル（市場リスク・信用リスク編）」により管理を行っ
ており、一定基準を下回る銘柄が発生した場合には、回復可能性を判断して、個別に対処方針
を決定しています。

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

⑷　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　　（子会社・関連会社株式の評価損益等）
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８．金利リスクに関する事項
　◦リスク管理の方針及び手続の概要
　　　金利リスクとは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例

えば、貸出金、有価証券、貯金等）について、金利の変動により発生するリスクのことです。
　　　当会においては、構成資産のうち農林中金への系統預金がかなりの運用割合を占めており、

金利変動に対して柔軟な構成となっているものの、安定収益確保のため有価証券での運用を一
定割合行っています。したがって、金利情勢等を踏まえた市場リスクの適切なマネジメントは
必要不可欠となっています。

　　　体制としては、ＡＬＭ委員会において収支シミュレーションの実施、アロケーション方針の
決定等を行い、リスク管理委員会においてモニタリング・検証を行っています。また、ＡＬＭ
委員会については企画管理課、リスク管理委員会についてはリスク管理課がそれぞれ主管して
います。

　◦金利リスクの算定方法の概要
　　　当会では、有価証券等の市場性資産に加え、貸出金や預け金、貯金等の金融資産・負債の金

利リスク量を分散共分散法によるＶａＲ（信頼区間99.0％、保有期間１年）により算出し、
各リスクファクター間の相関を考慮した市場統合ＶａＲの計測を行っています。

　　　併せて、過去５年間の計測期間において１％の確率で起こりうる金利変動（１％タイル値、
99％タイル値）による金利リスク（アウトライヤー基準に基づく金利リスク）を計測してい
ます。

　◦内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済価値の増減

24 年度 25 年度
市場統合ＶａＲ 4，695 8，419

24 年度 25 年度
アウトライヤー基準に基づく金利リスク △ 1，376 △ 2,274

（単位：百万円）

（単位：百万円）

【ＶａＲ計測によるリスク量】

【アウトライヤー基準に基づく金利リスク】


